
会計の待ち時間をゼロに！

横浜市立市民病院 『医療費あと払いサービス』のご案内

https://yokohama-shiminhosp.jp/gairai/atobarai.html



受 付

帰 宅

支 払

（利用登録を行った方）

医療費あと払い受付機へ診療券を通します。　

ピンク色の『あと払い利用票』が発行されます。

診察後、受診案内票とあと払い利用票を最寄り

の受付へ提出し、そのままご帰宅いただけます。

※院内処方がある場合は、地下１階薬剤受付へ

診察から約４日後にクレジット決済処理。

かかった医療費をメールにてお知らせします。

領収書は決済後に院内専用機で発行可能です。

◎利用対象は、外来診療費（自己負担上限額管理票に記載が必要な公費医療や妊婦健診を除く）、

がん検診・人間ドックに係る費用です。

入院費の支払は利用対象外となります（退院当日に窓口又は診療費支払機でお支払ください）。

◎あと払いサービスを利用されない場合（あと払い利用票を発行されなかった場合）でも当日にお支払されなければ、

引き落とされますのでご注意ください。

◎領収書・明細書が必要な場合は、後日院内に設置された専用発行端末

（１階正面玄関、地下２階エレベーターホールに設置）で発行いただけます。

◎クレジットカード番号や住所等の登録情報の変更は、以下サイト(https://medicalpay.co.jp/ymc/login/)でお願いしま
す。

【お問合せ窓口】

横浜市立市民病院 医事課 医事サービス係

TEL：045-316-4580 （代表） 内線：1171、1172




